
業務改善助成金をお役立てください！

◆ 事前に交付申請書を事業実施計画など必要書類とともに、申請先へ提出する必要があります。

◆ 交付申請書の提出後に事業場内最低賃金の引上げを行い、交付決定後、提出した事業実施計画に沿った

取組を実施します。

◆ 助成金を利用するには、一定の要件があります。詳しくは、交付要綱、交付要領を参照してください。

ご留意頂きたい事項

事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、

設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、

その費用の一部を助成します。 ※「設備投資など」の具体例は裏面を参照してください。

助成金の
概要

概 要

（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申
請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えて
いる場合等に、加算して支給されます

◆ 申請先：愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課（助成金担当) 電話：０５２－８５７－０３１３

申請先

コース
賃金を
引き上げる
労働者数

助成
上限額

助成対象事業場 助成率

３０ 円コース

１～３人 ５０ 万円

事業場内最低賃金と地域別最低
賃金の差額が30円以内

及び
事業場規模30人以下の事業場

３／４

生産性要件を満たした場合は

４／５

４～６人 ７０ 万円

７人以上 １００ 万円

（※）

愛知県の場合

愛知労働局
労働基準監督署
公共職業安定所

愛知労働局は、働き方改革を通じた
人材確保対策 『AICHI WISH』

を実施しています。

平成３０年１０月１日から

最 低 賃 金 名 時間額 (円) 適用労働者の範囲

愛知県最低賃金 898
愛知県内で働くすべての労働者に適用されます。
※愛知県最低賃金が改正され、特定最低賃金を上回る場合
は、愛知県最低賃金が適用されます。

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内
最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。
令和元年８月５日付けで愛知地方最低賃金審議会から現行の愛知県最低賃金時間額８９８円を

２８円引上げ、時間額９２６円へと改定する旨の答申がありました。今後、異議申出に関する手
続きを経た上で、令和元年１０月１日から効力が発生する予定です。
令和元年９月３０日までに、現在の事業場内最低賃金を30円以上引き上げれば、本助成金を活

用することができます。

９月末までのチャンス！新しい最低賃金額への対応にあたって



厚生労働省

～・業務改善助成金の活用事例・～

具体的な設備投資などについてご参考にしてください


